
 

松江市 報道提供資料 

 

令和６年４月４日 

件名  

松江市議会議員定数についてのパブリックコメント（意見募集）の実施について 

 

内容 

 次期選挙（令和 7年 4月）からの松江市議会議員定数について、議員定数等調査特別委員会にお

いて中間決定をまとめたので、この中間決定について市民からの意見募集を行うもの。 

 〇募集要項及び意見用紙、参考資料 

  添付資料のとおり 

 〇要項・意見用紙の閲覧 

   市議会ホームページに掲載、市役所本庁舎本館３階の総務課内行政資料コーナー及び５階松

江市議会図書室、各支所行政資料コーナー 

 〇意見の提出方法 

   意見用紙を郵送・ファックス・メール、または窓口持参により提出。 

〇募集期間 

  令和６年４月４日（木）～４月１０日（水）午後５時 

 

 

【問い合わせ】 

 議会事務局 担当：竹田、野々村  電話：0852-55-5433  

 



松江市議会議員定数についてのパブリックコメント（意見募集） 

 
松江市議会では、議員定数等調査特別委員会を設置し、類似都市等との比較や議員の役割、市民

意見の反映、議会としての市政のチェック機能等の視点から、次期選挙（令和 7年 4月）からの松

江市議会議員定数について、協議を行っております。 

この度、特別委員会の中間決定をまとめましたので、市民の皆様にお示しし、意見募集を行いま

す。今後の議論を進めるにあたり参考にさせていただきますので、幅広いご意見をお寄せいただき

ますようお願いします。 

 

■意見募集を行う案件 

 次期選挙（令和 7年 4月）からの松江市議会議員定数について 

 議員定数等調査特別委員会の中間決定 議員定数「３１人」 

 

■参考資料 

 ①松江市議会議員の定数について 

 ②まつえ市議会のあらまし（令和 5年版） 

 ③人口 15万人～25万人および山陰両県、中国 5県の各市の議員定数等の状況 

 

■参考資料の閲覧場所及び入手方法 

 次の各所でご覧いただけるよう公開しています。 

○市議会ホームページ（右のＱＲコードを読むとＨＰが開きます。→） 

○市役所本庁舎本館３階 総務課内行政資料コーナー 

○市役所本庁舎本館５階 松江市議会図書室 

○各支所 行政資料コーナー 

資料を入手される場合は、松江市議会ホームページからダウンロードしてください。 

 

■意見募集期間 

令和６年４月４日（木）～令和６年４月１０日（水） 午後５時までに議会事務局必着とします。 

 

■意見の提出方法 

○郵送・ファックス・窓口持参の場合 

本書裏面の意見用紙をご利用ください。 

○メールの場合  

松江市議会ホームページに掲載の意見用紙をメールで送信してください。 

○提出先は、下記問合せ先です。 

※障がいがある方など、これらの方法によりがたい場合は、問合せ先までご連絡ください。 

※電話または口頭による意見の受付はいたしませんのでご了承ください。 

 

■お寄せいただいたご意見の取扱い 

・ご意見の概要は、個人が特定される情報（氏名、住所等）を除いて、後日公表する予定です。 

・いただいたご意見への個別の回答はいたしませんので、ご了承願います。 

・提出意見に記載された個人情報は、今回の意見募集以外の用途には使用いたしません。 

 

■問合せ先・ご意見の提出先 

松江市議会事務局 議事調査課 

〒690-8540 松江市末次町 86番地  電話 0852-55-5433  FAX 0852-55-5533 

電子メール giji@city.matsue.lg.jp 

ホームページ https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/gikaijimukyoku/2927.html 

市議会 HP 

ＱＲコード

 



松江市議会議員定数についてのパブリックコメント 意見用紙 
１ お 名 前  

２ ご 住 所  

３ 電話番号  

４ 年齢（任意） 
【〇で囲んでください】 
20歳未満・20代・30代・40代・50代・60代・70代・80歳以上 

５ 性別（任意） 
【〇で囲んでください】 
男性  ・  女性  ・  その他  

６ 職業（任意）  

※１～３は、ご意見の内容について、不明な点がある場合などに内容を確認させていただくことがあります

ので、ご記入いただきますようお願いします。 

※４～６は、差し支えなければご記入ください。 

 

【ご意見記入欄】 

案件名 
次期選挙（令和 7年 4月）からの松江市議会議員定数について 
議員定数等調査特別委員会の中間決定 議員定数「 ３１人 」 

 

 

 

 

 

 

 

意見内容 

及び理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問１）現在、特別委員会では次期選挙（令和７年４月）からの議員定数について、

減らす方向で検討し、「3１人」を中間決定としています。このことについて、ご意見

をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問２）その他、議員定数全般に関することについて、ご意見がありましたらお聞か

せください。 

 

 

 

 

 

※意見欄が足りない場合は、用紙をコピーしていただくか、別の用紙（様式問わず）に記入し添付してください。 

提出締切：令和６年４月 10日（水）午後５時までに議会事務局へ必着 
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松江市議会議員の定数について 

 

１．議員定数とは 

  議員定数とは、地方自治法に基づき、都道府県や市町村が条例で定めた議会の議

員の定数のことをいいます。 

以前は、地方自治法で「人口区分ごとの議員定数」や「人口区分に応じた上限数」

が定められていましたが、法の改正により、現在は法で定めた議員定数や上限数は

なく、それぞれの議会において、地域の実情に照らした議員定数の決定が求められ

ています。 

現在、松江市議会議員の定数は３４人で、現員数は３１人です（３人欠員）。 

 

２．松江市議会議員の定数の経過について 

 議員定数  

昭和 22(1947)年改選～ 

平成 11(1999)年改選 

３６人 昭和 22年地方自治法制定時は法定定数制度 

人口 5万人以上 15万人未満の定数は 36人 

平成 11(1999)年  法改正（法定定数廃止・上限設定） 

人口 10万人以上 20万人の市の上限は 34人 

平成 15(2003)年 4月改選 ３４人  

平成 17(2005)年 3月合併 ４８人 合併特例法（旧松江市３４人、旧八束郡７町村各２人ずつ） 

平成 17(2005)年 4月改選 ４８人 合併協議会で決定 

平成 21(2009)年 4月改選 ３４人 合併協議会で決定 

平成 23(2011)年 8月合併 ３６人 合併特例法（旧松江市３４人、旧東出雲町２人） 

平成 23(2011)年  法改正（上限数の撤廃） 

12 月に松江市議会議員定数等調査特別委員会を設置し定数について協議 

平成 25(2013)年 4月改選 ３４人 平成 24年 6月に松江市議会議員定数条例の制定 

※合併特例法：市町村の合併の特例等に関する法律 

 

３．議員定数に関する意見について 

  令和７年４月に実施される市議会議員選挙に向けて、「適正な議員定数」につい 

て議論の参考とするため、市民の皆様から議員定数に関するご意見をいただくこと

といたしました。 

（裏面もご覧ください） 
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４．議員定数協議のこれまでの主な経過について 

松江市議会では、令和 5年 12月 20日に「議員定数等調査特別委員会」を設置し

ました。 

第１回特別委員会（令和 5年 12月 20日）では、主な内容として、今後の協議の

進め方についての協議、人口 15万人～25万人の市（72市）の議員定数等の状況を

調査しました。 

第２回特別委員会（令和 6年 1月 12日）では、人口 15万人～25万人の市におけ

る議員１人当たりの人口や面積の比較、また、山陰両県および中国地方の市におけ

る議員定数の状況調査などを踏まえ、議員定数について協議を行いました。 

第３回特別委員会（令和 6年 1月 19日）から第６回特別委員会（令和 6年 2月

16日）では、議員定数の具体的な人数等について協議しました。（別表参照） 

また、特別委員会における議論の参考とするため、議員定数について公共的団体

等の皆様からご意見をいただくことについて話し合いました。 

第７回特別委員会（令和 6年 3月 1日）では、議員定数について、削減と現状維

持の 2つの意見に分かれているため、採決により賛成多数で「削減する方向で協議

を進める」ことを決定しました。また、具体的な人数として、「30人」、「31人」、「32

人」といった意見が出ているところであり、議論の参考とするため、公共的団体等

の皆様から、議員定数についてのご意見をいただくことを決定しました。 

公共的団体等のご意見では、30人が 8団体、31人が 2団体、また 32人・33人程

度、34人、増やしたほうがよい、その他（数字は出せない）がそれぞれ１団体との

ご意見でした。 

第８回特別委員会（令和 6 年 3 月 28 日）では、公共的団体等から提出された意

見内容及びその理由について情報共有し、次の委員会において、議員定数等調査特

別委員会として議員定数の結論を出すことについて話し合いました。 

第９回特別委員会（令和 6年 4月 3日）では、公共的団体等のご意見も参考にし

たうえで各会派からの意見があり、採決の結果、31 人とすべきとした委員が 4 人、

30人とすべきとした委員が 3人となりました。（各会派意見は下記のとおり） 

この時点での委員会における決定として、「次期選挙から議員定数を 31人とする」

ことについて、市民の皆様から意見募集を行うことを決定しました。 
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  ■議員定数を３人削減し、３１人とする。 

  【志翔の会】 

現在 31人で行っている。厳しい状況ではあるが、各議員が一生懸命本分を全うし

ている。そういう中で、現状を維持しながら市政に対して議員の役割を果たしてい

くべきと思っている。人口減少、半島部も抱え、幅広い分野・地域の市民の声を聴

いていくためには、31人は確保したい。 

  【民主ネットワーク】 

市民の意見を幅広く聴いて市政に反映していくためにも一定程度の議員数は必要

である。32人程度は必要との考え方を述べてきたが、各団体意見は 30人とする意見

が 8 団体と最も多い意見ではあるものの、現状維持や増やすべきだとの意見を含め

れば大変幅広い意見と受け止めた。 

29公民館区数に加え 2人程度は必要と考え 31人を主張する。 

  【公明クラブ】 

32人をずっと主張してきたが、各団体の意見は 30人という声が多いことを勘案し

た。また人口については 1 人の議員に 5,818 人が網羅されており、これ以上の負担

となれば、本当に責任が果たせるだろうかということから、31 人がぎりぎりのとこ

ろとした。 

 

 

■議員定数を４人削減し、３０人とする。 

【松政クラブ】 

各団体の意見を聞き、圧倒的数字が出ている。こうしたことも十分に考慮すべき

ということを考え 30人と決めた。 

合併以来 20年近く経ち、この期間議員活動をしているが、自分の地域だけのこと

ではなく、各議員が全体の地域のことを考えた上で発言がされてきており、会派の

中には賛否あるが、もう少し余計に減らしてもよいのではないかという意見もあっ

たことを考慮した。 

【明政会】 

議長を除いた定数は奇数が基本であること。全国の人口が同規模の市議会の定数

が 28人余りであるということ。意見を聴いた 14団体のうち 8団体が 30人が適当で

あるとの意見であり、民意は尊重すべきである。 
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（別表） 

議員定数等調査特別委員会(第３回～第６回)の委員意見 

意見 議員定数を４人削減し、３０人とする。 

会派 明政会 

主な理由 全国の市議会で議員定数の削減が行われているが、松江市議会は長らくや

っていないので見直しが必要。人口が同じような市（人口 15 万人から 25 万

人）の 72 市議会の平均は 28.5 人なので、松江市議会も削減が必要。法定定

数であった時から定数は偶数で、議員の意見が拮抗しているときに採決をす

ることを考えると、議長を除いた人数が奇数となるようにすべき。人口を考

慮するとふさわしい人数。 

意見 議員定数を３人削減し、３１人とする。 

会派 志翔の会、松政クラブ 

主な理由 市町村合併から長らく経っており、個々の議員は当時の地区代表という考

え方から市全体の代表という感覚を養ってきた。現員数は 31人で運営してき

ている。 

意見 議員定数を２人削減し、３２人とする。 

会派 民主ネットワーク、公明クラブ 

主な理由 山陰の中核市及び県庁所在地であり同規模の人口の鳥取市議会は現在 32人

である。近隣の出雲市議会は 30人であるが人口は松江市より 2万人程度少な

い。議員定数の見直しは必要であるが、過度に減らすと市民の意見を十分に

聴くことが難しくなる。現在、松江市議会の常任委員会は 4つあり、8人ずつ

選任することを考えると 32人が妥当である。 

意見 議員定数は現状維持とし、３４人とする。 

会派 日本共産党松江市議団 

主な理由 議員定数を削減する根拠がなく拙速な議論は避けるべき。数ありきの削減

は、市民の多種多様な意見を反映することを閉ざすものであり、少数意見が

切り捨てられる。改正前の地方自治法では 34人が上限数となっている。議会

や議員の在り方を先に議論し、それを踏まえて見直しの議論を進めるべき。 

 



参考資料② 

1 

 

 

  市議会の役割                    

①市議会とは 

私たちの松江市を住みよい豊かな「まち」にするためには、私たち一人ひとりが「まちづくり」

について考え、みんなで話し合って進めていくことが、本来の市民自治の望ましい姿です。しかし、

現実問題として、あらゆる方面にわたることがらを市民全員が一箇所に集まって話し合うことは 

できません。 

そこで私たちは代表者を選び、その代表者に、自分たちの代わりによりよい「まちづくり」の  

ために働いてもらうことになります。その代表が議員です。その議員が集まって構成される市議会

は、市の予算やきまり（条例）など、市政を進めるうえで大切なことを決める役割を持っています。 
 

②市議会と市長 

市議会は市政を進めていくうえで大切なことがらを決める議決機関です。 

一方、実際の市政を進めていくのは市長です。こちらは執行機関といいます。 

たとえば市長が新しい事業を行うための予算を提案しても、市議会の議決がなければ執行する 

ことはできません。市議会と市長の関係はよく車の両輪にたとえられ、両者はお互いに独立した 

立場にあって、協力しながら、市民にとってよりよい市政をめざしています。 
 

③議長と副議長 

議長と副議長は、議員の中から選挙によって選ばれます。 

議長は市議会の代表者です。議長は議場の秩序を保ち、議事を整理して審議を円滑に進めます。

また、事務局職員を指揮し、議会運営の事務にあたらせます。 

副議長は、議長が欠けたとき、事故などで不在のときに議長のかわりをつとめます。 
 

④市議会議員 

議員は、市内に住んでいる満 25 歳以上で被選挙権のある人の中から、4 年ごとの選挙により   

選ばれています。松江市議会の議員の定数は 34人で任期は 4年です。 

現在の議員の任期は令和 3年 4月 24日から令和 7年 4月 23日までとなっています。 

＜会派構成＞ 

志翔の会 松政クラブ 明政会 民主ネットワーク 

７人 ７人 ６人 ４人 

公明クラブ 共産党市議団 会派に属しない議員 － 

４人 ２人 １人 － 

 

まつえ市議会のあらまし（令和５年版） 松江市議会事務局 

議事調査課 
ＴＥＬ （０８５２）５５－５４３３ 

ＦＡＸ （０８５２）５５－５５３３ 
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  市議会のしごと                   

①議決 

市長や議員から出された議案などを審議して、市議会の意思を決めることを議決といいます。 

議決する主なものは、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、市が結ぶ重要な契約

（1億 5千万円以上の工事又は製造の請負）、財産の取得・処分（2千万円以上の動産、不動産（土

地は 1件 5千㎡以上）又は不動産の信託の受益権の売買）などです。 

 

②選挙、選任・任命同意 

市議会は、議長や副議長、選挙管理委員などを選挙で選びます。また、市長が副市長や監査委員

を選任するとき、及び教育委員を任命するときなどに同意するか否かを決めます。 

 

③市政のチェック 

市政が正しく運営されているかどうかをチェックすることも市議会の大切な仕事のひとつです。

本会議で一般質問を行ったり、委員会で報告を受けて質問し、問題点を指摘したりして、市政を  

チェックしています。 

そのほか、市の事務に関する調査を行うこともできますが、この場合は重要なことがらなので、

議決をしなければおこなうことができません。（地方自治法第 100条調査権） 

 

④意見書・要望書の提出と決議 

市民の生活にかかわる重大な問題であっても、それが国や県の仕事であるため、市だけでは解決

できないこともあります。 

このようなときには、市議会から関係機関に対して意見書や要望書を提出して積極的な解決を 

求めています。また、議会の意思表明として決議をおこなうこともあります。 

 

⑤議会事務局 

議会事務局は議長の指示によって、市議会が十分に活動できるよう、議会運営の事務、会議録の

調整、調査などをおこなっています。 
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  会議のあらまし                   

①定例会と臨時会 

市議会には定例会と臨時会があります。 

定例会は年４回（２月又は３月、６月、９月、11 月又は 12 月）開かれ、臨時会は必要に応じて

開かれます。 

 

②議案が成立するまで 

条例、予算、契約などの議案の決定は、次のような順序で行われます。 

通常、議案は本会議に提出され、そのあと委員会で専門的に話し合われます。市議会で取り扱う

問題は数多く、内容も幅広い分野にわたっていますので、これらをいくつかの部門に分けて、専門

的、能率的に審査するために委員会を設けています。委員会には、常に設置されている常任委員会

と、必要に応じて設置される特別委員会とがあります。 

委員会の審査が終わると、委員長はその結果を議長に報告し、本会議で最終的な議決を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在 5 つの常任委員会、７つの特別委員会と議会運営委員会が設置されているほか、9 月定例会

には一般会計決算・特別会計決算・企業会計決算を審査する決算特別委員会が設置されます。 
 

【常任委員会】 【特別委員会】 

総務委員会 宍道湖・中海問題等対策特別委員会 

教育民生委員会 島根原子力発電対策特別委員会 

経済委員会 総合交通対策特別委員会 

建設環境委員会 まちづくり対策特別委員会 

予算委員会 新庁舎建設特別委員会 

   － 松江市総合計画特別委員会 

 議員定数等調査特別委員会 

   － 決算特別委員会 

提出者の説明（市長） → 質疑 → 委員会に審査を付託 

委員長報告 → 報告に対する質疑 → 議員の意見表明（討論） 

→ 可決・否決を決定（採決） 

議案内容の詳細説明（部課長） → 質疑  

→ 委員の意見表明（討論） → 委員会の態度決定（採決） 

議案の提出 

本会議 

委員会 

本会議 

委員会審査を省略して 

即決する場合もあります。 

（市長提出の場合） 



参考資料② 

4 

 

  市民の皆さんと市議会                   

①請願と陳情 

市民の皆さんが日頃考えている意見や要望を誰でも市議会に出すことができます。これを請願

(せいがん)・陳情(ちんじょう)といいます。議員の紹介があるものが請願、ないものが陳情です。 

議会に出された請願・陳情は、所管の委員会で審査され、その後本会議で採択か不採択かが   

最終的に決められます。ただし、陳情の場合、内容によっては議会運営委員会でその取り扱いを  

協議する場合があります。 

本会議で請願・陳情を採択すると、市長等にその実現を要請したり関係機関に意見書を提出した

りします。 

 

②請願・陳情審議の流れ 

                     
松江市議会 

               

                               議
会
で
の
対
応
（
意
見
書
・
決
議
等
） 

 

                                         

 

請
願
・
陳
情
者 

                      
採   択 

      

 

 

請願･陳情 

の提出 

                      

    

受 

理 

   

審 

議 

                 

                        

                 
 

      

                      

                              

                              

                       
不 採 択 

      

                             

                                        

                                        

         
審議結果を通知 

              

                       

 

  市議会に関する情報は・・・             

市議会に関する詳しい情報や、本会議や予算、決算特別委員会の記録、一般質問の映像などに  

ついては、ホームページ等で公開しております。 

まつえ市議会だよりも年 4 回（6 月、9 月、12 月、3 月）発行し、議会の最新情報をお届けして

おりますのでどうぞご覧ください。 

 

 

【松江市議会ホームページ】 

 

【まつえ市議会だより】 

 
（令和 5年 12月改定） 



(1)議会の開催と会期

R4 ～
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R4 ～

R4 ～
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第5回定例会 11月30日
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決算特別委員会（全体会）
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(3)議決状況

①市長提出案件

条
例

予
算

一
般

R4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

R4 20 26 10 56 0 2 2 60 4 64 56 0 0 2 2 60 4 64

R4 8 3 10 21 0 11 1 33 21 54 21 0 0 11 1 33 21 54

R4 7 9 8 24 14 0 0 38 10 48 24 0 14 0 0 38 10 48

R4 9 22 105 136 0 0 0 136 9 145 136 0 0 0 0 136 9 145

45 60 133 238 14 13 3 268 44 312 237 1 14 13 3 268 44 312

②議員提出案件

条
例

一
般

意
見
書

決
議

規
則

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 2 1 0 3 3 2 1 3

R4 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1

R4 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2

R4 1 0 3 0 0 4 4 4 0 4

1 0 8 1 0 10 10 9 1 10

③委員会提出案件

条
例

意
見
書

決
議

規
則

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 1 0 0 0 1 1 1 0 1

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1 1 0 1

第5回定例会

計

議案
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計

第3回定例会
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原
案
可
決
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算

議案等
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第5回定例会

第3回定例会

議決結果

計

計

第2回定例会

議決結果

計
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決



④その他（諮問）

R4 0 0 0 0 0

R4 1 1 1 0 1

R4 0 0 0 0 0

R4 1 1 1 0 1

R4 0 0 0 0 0

2 2 2 0 2

⑤請願・陳情

請願 0 0 0 0 0 0 0 -

陳情 0 0 0 0 0 0 0 -

請願 - 0 0 0 0 0 0 -

陳情 - 4 4 0 3 3 1 -

請願 - 0 0 0 0 0 0 -

陳情 - 1 1 0 1 1 0 -

請願 - 0 0 0 0 0 0 -

陳情 - 0 0 0 0 0 0 -

請願 - 0 0 0 0 0 0 -

陳情 - 6 6 1 4 5 0 1

請願 0 0 0 0 0 0 0 0

陳情 0 11 11 1 8 9 1 1

新規受理の陳情1件は継続審査と決定した。

不
採
択

計

議決結果

採
択

取
り
下
げ

件数 次
年
へ
継
続

計

第4回定例会

第3回定例会

第1回臨時会
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決
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問
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規

前
年
か

ら
継
続

提出件数

否
決

計

R4

第2回定例会

議決結果

計

計

第2回定例会

第5回定例会

R4

計

第3回定例会

R4

第1回臨時会

R4 第5回定例会

備考

第4回定例会



◎ ○

◎ ○

◎ ○

◎ ○

◎ ○

（委員は議長を除く議員全員）

◎ ○

◎ ○

◎ ○

◎ ○

◎ ○

◎ ○

◎ ○

◎ ○

※議長　吉金　隆　、　副議長　柳原　治

吉金　隆

常任委員会・特別委員会等委員名簿（令和５年１２月２０日現在）

（◎委員長　〇副委員長）

教 育 民 生 委 員 会

経 済 委 員 会

細木　明美

まちづくり対策特別委員会

新 庁 舎 建 設 特 別 委 員 会

松江市総合計画特別委員会

森脇　勇人

米田　ときこ

原田　守

立脇　通也

建 設 環 境 委 員 会

予 算 委 員 会

議 会 運 営 委 員 会

島根原子力発電対策特別委員会

総合交通対策特別委員会

宍道湖・中海問題等対策特別委員会

津森　良治

三島　明

川井　弘光

森脇　勇人

長谷川　修二

森脇　幸好

川島　光雅

野々内　誠 川島　光雅 田中　明子 森脇　幸好

太田　哲

舟木　健治

村松　りえ

山根　宏 岩本　雅之

小澤　一竜

南波　巖

川島　光雅

中村　ひかり

津森　良治

柳原　治

三島　良信

錦織　伸行

野々内　誠

南波　巖

細木　明美

森脇　幸好

村松　りえ

森本　秀歳

原田　守

米田　ときこ

田中　明子

三島　進

吉金　隆

たちばな ふみ

川井　弘光

柳原　治

立脇　通也 原田　守

石倉　茂美

長谷川　修二

太田　哲

森脇　幸好

岩本　雅之

中村　ひかり

野々内　誠

川井　弘光岩本　雅之

石倉　茂美

三島　良信

小澤　一竜

たちばな ふみ

山根　宏

中村　ひかり

津森　良治

石倉　德章

たちばな ふみ

三島　良信

太田　哲

立脇　通也

舟木　健治

海德　邦彦

三島　良信

田中　明子

南波　巖

吉金　隆

舟木　健治

三島　良信

山根　宏

石倉　茂美

海德　邦彦

森脇　勇人

三島　明

三島　進

長谷川　修二

立脇　通也

議員定数等調査特別委員会

錦織　伸行

川島　光雅

総 務 委 員 会

森本　秀歳

石倉　茂美

石倉　徳章

立脇　通也 川島　光雅 たちばな ふみ 石倉　茂美

田中　明子 森脇　幸好 津森　良治 森脇　勇人

三島　良信



参考資料③  

【人口１５万人～２５万人】出典：市議会議長会　市議会議員定数に関する調査結果（令和4年12月31日現在）、全国都道府県市区町村別面積調（令和5年7月1日現在）

都道府県名 市名 人口
R4/12/31

現在の議員定数

条例定数_

適用年月

R4/12/31

現在の議員実数

R５/1/1

以降に適用

の議員定数

同条例等の

適用予定年月

議員定数１人当

たりの人口

議員定数１人

当たりの面積

（k㎡）

面積（k㎡）

1 静岡県 富士市 249,094 32 平成27年4月 32 7784.2 7.7 244.95

2 徳島県 徳島市 249,040 30 平成27年4月 30 8301.3 6.4 191.52

3 北海道 函館市 248,106 27 平成31年4月 27 9189.1 25.1 677.87

4 神奈川県 茅ヶ崎市 246,394 28 平成23年4月 27 8799.8 1.3 35.7

5 神奈川県 大和市 244,421 28 平成23年4月 26 8729.3 1.0 27.09

6 山形県 山形市 240,441 33 平成27年4月 33 7286.1 11.6 381.3

7 東京都 調布市 238,505 28 平成15年4月 28 8518.0 0.8 21.58

8 長崎県 佐世保市 236,784 33 平成27年4月 31 7175.3 12.9 426.01

9 長野県 松本市 236,447 31 平成23年4月 28 7627.3 31.6 978.47

10 埼玉県 春日部市 231,726 30 令和4年4月 30 7724.2 2.2 66

11 兵庫県 宝塚市 230,788 26 平成19年4月 24 8876.5 3.9 101.8

12 埼玉県 上尾市 230,229 30 平成19年12月 30 7674.3 1.5 45.51

13 佐賀県 佐賀市 229,445 36 平成25年10月 36 6373.5 12.0 431.82

14 大阪府 寝屋川市 227,543 24 平成31年4月 24 9481.0 1.0 24.7

15 神奈川県 厚木市 224,036 28 平成11年7月 28 8001.3 3.4 93.84

16 群馬県 太田市 222,403 30 平成27年4月 30 7413.4 5.9 175.54

17 青森県 八戸市 221,229 32 平成27年4月 32 28 令和5年4月 6913.4 9.5 305.56

18 群馬県 伊勢崎市 212,141 30 平成26年4月 30 7071.4 4.6 139.44

19 広島県 呉市 209,602 32 平成27年4月 31 6550.1 11.0 352.83

20 千葉県 流山市 208,401 28 平成19年4月 28 7442.9 1.3 35.32

21 東京都 西東京市 205,876 28 平成22年12月 28 7352.7 0.6 15.75

22 千葉県 八千代市 204,717 28 平成26年12月 28 7311.3 1.8 51.39

23 兵庫県 伊丹市 202,539 28 平成19年4月 25 7233.5 0.9 25

24 島根県 松江市 197,843 34 平成25年4月 33 5818.9 16.9 572.99

25 東京都 小平市 196,924 28 平成7年4月 26 7033.0 0.7 20.51

26 三重県 鈴鹿市 196,461 32 平成11年4月 30 28 令和5年4月 6139.4 6.1 194.46

27 埼玉県 熊谷市 193,132 30 平成27年4月 30 6437.7 5.3 159.82

28 広島県 東広島市 190,353 30 平成27年4月 29 6345.1 21.2 635.15

29 東京都 三鷹市 189,916 28 平成11年4月 28 6782.7 0.6 16.42

30 静岡県 沼津市 189,632 28 平成23年4月 28 6772.6 6.7 186.82

31 大阪府 岸和田市 189,396 24 平成31年4月 24 7891.5 3.0 72.72

32 愛知県 安城市 188,843 28 平成27年4月 28 6744.4 3.1 86.05

33 山口県 山口市 188,611 34 平成18年4月 34 5547.4 30.1 1023.23

34 東京都 日野市 187,254 24 平成22年2月 24 7802.3 1.1 27.55

35 神奈川県 小田原市 187,166 27 平成31年4月 26 6932.1 4.2 113.6

36 愛知県 豊川市 186,524 30 平成19年4月 30 6217.5 5.4 161.14

37 山梨県 甲府市 186,393 32 平成19年4月 32 5824.8 6.6 212.47

38 東京都 立川市 185,483 28 平成22年6月 28 6624.4 0.9 24.36

39 新潟県 上越市 184,941 32 平成24年4月 32 5779.4 30.4 973.89

40 大阪府 和泉市 183,761 24 平成20年9月 24 7656.7 3.5 84.98

41 鳥取県 鳥取市 183,267 32 平成26年11月 32 5727.1 23.9 765.31

42 京都府 宇治市 182,144 28 平成23年4月 28 6505.1 2.4 67.54

43 神奈川県 鎌倉市 176,460 26 平成25年4月 26 6786.9 1.5 39.66

44 千葉県 習志野市 174,812 30 平成11年4月 28 5827.1 0.7 20.97

45 島根県 出雲市 174,693 30 令和3年4月 30 5823.1 20.8 624.32

46 千葉県 佐倉市 171,460 28 平成23年4月 28 6123.6 3.7 103.69

47 愛知県 西尾市 170,325 30 平成25年5月 30 5677.5 5.4 161.22

48 茨城県 日立市 169,785 28 平成23年4月 26 24 令和5年4月 6063.8 8.1 225.73

49 千葉県 浦安市 169,552 21 昭和50年4月 20 8073.9 0.8 17.3

50 北海道 苫小牧市 168,299 28 平成27年4月 28 6010.7 20.1 561.66

51 静岡県 磐田市 167,520 26 平成25年4月 26 6443.1 6.3 163.45

52 栃木県 小山市 167,461 30 平成15年4月 30 28 令和5年4月 5582.0 5.7 171.75

53 埼玉県 新座市 165,730 26 平成20年2月 26 6374.2 0.9 22.78

54 富山県 高岡市 165,714 27 平成29年10月 27 6137.6 7.8 209.58

55 青森県 弘前市 164,243 28 平成27年4月 28 5865.8 18.7 524.2

56 北海道 帯広市 164,014 29 平成27年4月 28 5655.7 21.4 619.34

57 宮崎県 都城市 161,602 29 平成30年1月 29 5572.5 22.5 653.36

58 北海道 釧路市 160,483 28 平成23年4月 27 5731.5 48.7 1363.26

59 山口県 宇部市 160,370 28 平成23年4月 27 5727.5 10.2 286.65

60 神奈川県 秦野市 159,646 24 平成27年8月 23 6651.9 4.3 103.76

61 岐阜県 大垣市 159,280 22 平成27年4月 22 7240.0 9.4 206.57

62 三重県 松阪市 159,000 28 平成25年7月 28 5678.6 22.3 623.58

63 栃木県 栃木市 155,669 28 令和4年4月 28 5559.6 11.8 331.5

64 兵庫県 川西市 155,098 24 令和4年10月 24 6462.4 2.2 53.44

65 茨城県 ひたちなか市 154,770 25 平成23年10月 25 6190.8 4.0 100.26

66 千葉県 野田市 153,661 28 平成22年5月 28 5487.9 3.7 103.55

67 長野県 上田市 153,507 30 平成26年3月 30 5116.9 18.4 552.04

68 愛知県 刈谷市 152,372 28 平成23年7月 28 5441.9 1.8 50.39

69 東京都 東村山市 151,814 25 平成23年4月 25 6072.6 0.7 17.14

70 愛媛県 今治市 151,608 30 令和3年2月 28 5053.6 14.0 419.21

71 埼玉県 久喜市 150,987 27 平成30年4月 27 5592.1 3.1 82.41

72 愛知県 小牧市 150,434 25 平成27年10月 23 6017.4 2.5 62.81

平均値 28.46 27.99 6,714.64 8.8 260.05

最小値 150,434 21 20.00 5,053.60 0.56 15.75

最大値 249,094 36 36.00 9,480.96 48.69 1,363.26



参考資料③ 

【山陰両県】　出典：市議会議長会　市議会議員定数に関する調査結果（令和4年12月31日現在）、全国都道府県市区町村別面積調（令和5年7月1日現在）

都道府県名 市名 人口
R4/12/31

現在の議員定数

条例定数_

適用年月

R4/12/31

現在の議員実数

R５/1/1

以降に適用

の議員定数

同条例等の

適用予定年月

議員定数１人

当たりの人口

議員定数１人

当たりの面積

（k㎡）

面積（k㎡）

鳥取県 鳥取市 183,267 32 平成26年11月 32 5727.1 23.9 765.31

鳥取県 米子市 146,139 26 平成26年6月 26 5620.7 5.1 132.42

鳥取県 倉吉市 44,969 17 平成25年10月 16 2645.2 16.0 272.06

鳥取県 境港市 32,977 15 令和4年2月 15 2198.5 1.9 29.11

島根県 松江市 197,843 34 平成25年4月 33 5818.9 16.9 572.99

島根県 浜田市 50,681 22 令和3年10月 22 2303.7 31.4 690.64

島根県 出雲市 174,693 30 令和3年4月 30 5823.1 20.8 624.32

島根県 益田市 44,355 22 平成27年8月 22 20 令和5年8月 2016.1 33.3 733.19

島根県 大田市 32,707 18 令和4年4月 18 1817.1 24.2 435.34

島根県 安来市 36,391 18 令和3年10月 18 2021.7 23.4 420.93

島根県 江津市 22,134 16 平成22年5月 16 1383.4 16.8 268.24

島根県 雲南市 35,738 19 令和2年11月 19 1880.9 29.1 553.18

【中国５県人口順】　出典：市議会議長会　市議会議員定数に関する調査結果（令和4年12月31日現在）、全国都道府県市区町村別面積調（令和5年7月1日現在）

都道府県名 市名 人口
R4/12/31

現在の議員定数

条例定数_

適用年月

R4/12/31

現在の議員実数

R５/1/1

以降に適用

の議員定数

同条例等の

適用予定年月

議員定数１人

当たりの人口

議員定数１人

当たりの面積

（k㎡）

面積

（k㎡）

広島県 広島市 1,184,731 54 平成27年4月 51 21939.5 16.8 906.69

岡山県 岡山市 702,020 46 平成27年4月 46 15261.3 17.2 789.95

岡山県 倉敷市 477,799 43 平成17年1月 43 11111.6 8.3 356.07

広島県 福山市 460,684 38 令和2年4月 36 12123.3 13.6 517.72

山口県 下関市 250,645 34 平成23年1月 33 7371.9 21.1 716.18

広島県 呉市 209,602 32 平成27年4月 31 6550.1 11.0 352.83

島根県 松江市 197,843 34 平成25年4月 33 5818.9 16.9 572.99

広島県 東広島市 190,353 30 平成27年4月 29 6345.1 21.2 635.15

山口県 山口市 188,611 34 平成18年4月 34 5547.4 30.1 1023.23

鳥取県 鳥取市 183,267 32 平成26年11月 32 5727.1 23.9 765.31

島根県 出雲市 174,693 30 令和3年4月 30 5823.1 20.8 624.32

山口県 宇部市 160,370 28 平成23年4月 27 5727.5 10.2 286.65

鳥取県 米子市 146,139 26 平成26年6月 26 5620.7 5.1 132.42

山口県 周南市 138,104 30 平成24年6月 30 4603.5 21.9 656.29

広島県 尾道市 129,990 28 平成31年4月 25 4642.5 10.2 284.88

山口県 岩国市 128,591 28 令和4年10月 28 4592.5 31.2 873.67

広島県 廿日市市 116,201 28 平成29年3月 27 4150.0 17.5 489.49

山口県 防府市 113,917 25 平成24年11月 25 4556.7 7.6 189.37

岡山県 津山市 97,645 28 平成23年4月 27 25 令和5年4月 3487.3 18.1 506.33

広島県 三原市 89,138 25 令和3年4月 25 3565.5 18.9 471.51

岡山県 総社市 69,671 22 平成29年9月 22 3166.9 9.6 211.9

山口県 山陽小野田市 60,209 22 平成25年10月 22 2736.8 6.0 133.09

山口県 下松市 57,120 20 平成22年4月 20 2856.0 4.5 89.34

岡山県 玉野市 55,721 19 平成31年4月 18 2932.7 5.5 103.58

島根県 浜田市 50,681 22 令和3年10月 22 2303.7 31.4 690.64

広島県 三次市 49,557 24 平成28年4月 24 22 令和6年4月 2064.9 32.4 778.18

山口県 光市 49,461 18 平成24年10月 17 2747.8 5.1 92.13

岡山県 笠岡市 45,527 20 令和2年4月 17 2276.4 6.8 136.07

鳥取県 倉吉市 44,969 17 平成25年10月 16 2645.2 16.0 272.06

島根県 益田市 44,355 22 平成27年8月 22 20 令和5年8月 2016.1 33.3 733.19

山口県 萩市 43,685 20 平成30年4月 20 2184.3 34.9 698.31

岡山県 赤磐市 43,392 18 平成25年3月 18 2410.7 11.6 209.36

岡山県 真庭市 42,577 24 平成25年4月 23 22 令和7年4月 1774.0 34.5 828.53

岡山県 井原市 38,064 18 令和3年4月 18 2114.7 13.5 243.54

広島県 府中市 36,563 19 令和4年4月 18 1924.4 10.3 195.75

岡山県 瀬戸内市 36,525 18 平成29年6月 18 2029.2 7.0 125.46

島根県 安来市 36,391 18 令和3年10月 18 2021.7 23.4 420.93

島根県 雲南市 35,738 19 令和2年11月 19 1880.9 29.1 553.18

岡山県 浅口市 33,382 16 平成30年4月 16 2086.4 4.2 66.46

鳥取県 境港市 32,977 15 令和4年2月 15 2198.5 1.9 29.11

島根県 大田市 32,707 18 令和4年4月 18 1817.1 24.2 435.34

広島県 庄原市 32,617 20 平成25年4月 20 1630.9 62.3 1246.49

岡山県 備前市 32,061 16 平成26年5月 16 2003.8 16.1 258.14

山口県 長門市 31,664 18 平成25年4月 18 1759.1 19.9 357.31

山口県 柳井市 30,201 16 令和3年12月 16 1887.6 8.8 140.05

岡山県 高梁市 27,657 18 平成28年9月 17 16 令和6年10月 1536.5 30.4 546.99

岡山県 新見市 27,240 16 令和3年4月 16 1702.5 49.6 793.29

広島県 安芸高田市 26,973 16 令和2年11月 16 1685.8 33.6 537.71

広島県 大竹市 26,059 16 平成19年8月 16 1628.7 4.9 78.66

岡山県 美作市 26,030 18 平成25年4月 18 1446.1 23.8 429.29

広島県 竹原市 23,584 14 平成22年11月 14 1684.6 8.4 118.23

山口県 美祢市 22,168 16 平成28年4月 16 1385.5 29.5 472.64

島根県 江津市 22,134 16 平成22年5月 16 1383.4 16.8 268.24

広島県 江田島市 21,393 16 令和3年10月 16 1337.1 6.3 100.65


